
国立大学法人島根大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２１年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２１年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,940 12,324 4,616 0 （　　　　） 4月1日
千円 千円 千円 千円

13,443 9,744 3,649 49 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円 千円

13,443 9,744 3,649 49 （通勤手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

13,592 9,744 3,649 198 （通勤手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

13,417 9,744 3,649 24 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,642 7,508 3,773
432
420
508

（扶養手当）
（単身赴任手当）

（地域手当）
◇

千円 千円 千円 千円

1,200 1,200 0 0 （　　　　） 4月1日
千円 千円 千円 千円

11,796 8,424 3,155 216 （通勤手当）

  期末特別手当（賞与）の額について，役員給与規程において，文部科学省国立大学法人
評価委員会が行う業績評価の結果及び役員の職務実績を勘案し，経営協議会の議を経て，
学長が，その額の100分の10の範囲内でこれを増額し，又は減額することができることとしてい
る。

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

法人の長

A理事

B理事

A監事

C理事

D理事

E理事

F理事
（非常勤）

法人の長と同様に改定

法人の長と同様に改定

改定なし

改定なし

①平成18～20年度までの間，本給月額の減額措置を行っていた

が，23年度まで延長することとした。（H21.3.25施行）

②期末特別手当の支給割合を年間3.35月から3.10月に引き下げ

を行った。（H21.5.28施行，H21.12.1施行）

③本給月額を約0.3％引き下げを行った。（H21.12.1施行）



平成２１年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

1,200 1,200 0 0 （　　　　）

注１：総額，各内訳について千円未満切り捨てのため，総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２：「地域手当」とは，就任直前に民間の賃金水準が本学より高い地域に在勤していた役員に２年を経過するまで
　　　の間支給されるものである。
注３：「前職」欄には，役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」，役員出向者「◇」，独立行政法人等の退職者「※」，退職公務員でその後,独立行政法人等
　　　の退職者「＊※」，該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２１年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

7,995 5 0 21.3.31 －

千円 年 月

6,322 5 0 21.3.31 －

千円 年 月

6,322
(44,812)

5
(29)

0
(11)

21.3.31 －

千円 年 月

注１：理事Bについては，役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載するとともに，
　　　括弧内に，役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の括弧の期間）を
　　　をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

前職
その他（内容）

監事 該当者なし

B監事
（非常勤）

法人での在職期間 摘　　要

理事B

役員退職手当規程に基
づき，当該役員の業績
に応じて行う退職手当
の増減について，経営
協議会の議を経たうえ
で，増減しないことを決
定した。

役員退職手当規程に基
づき，当該役員の業績
に応じて行う退職手当
の増減について，経営
協議会の議を経たうえ
で，増減しないことを決
定した。

役員退職手当規程に基
づき，当該役員の業績
に応じて行う退職手当
の増減について，経営
協議会の議を経たうえ
で，増減しないことを決
定した。

法人の長

理事A

役名
就任・退任の状況



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　　　１．人員削減も含めた組織や人事制度の見直しにより積極的な人件費の抑制に努める。
　　　２．外部資金等自己収入の獲得により総収入額に占める人件費率の抑制に努める。
　　　３．セグメント（学部，施設等）単位で人件費を配分する自己管理方式を原則とし、執行
　　　　　上の工夫と財源確保のための自助努力を推進する。

　② 職員給与決定の基本方針

　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　　　　本学独自の新たな給与制度を構築するまでの間は、国家公務員の給与制度を準用し
　　　ていることから、給与水準の決定にあたっても国家公務員の給与改定に準じて改定を実
　　　施する。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

　　　　昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の決定にあたり，個人評価処遇反映の
　　　ためのガイドラインに基づき，評価結果を勤務成績に反映させる。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２１年度における給与制度の主な改正点

・6月に支給する期末・勤勉手当（ボーナス）の支給割合の引き下げ（0.20月分）を行った。

・分娩を取り扱う産科・婦人科医師の処遇を改善し，急激に減少している産科医等の確保を図るために
分娩取扱手当（1件10,000円）を新設した。

・自宅に係る住居手当（月額2,500円）を廃止した。

・12月に支給する期末・勤勉手当（ボーナス）の支給割合の引き下げ（0.15月分）を行った。

・学長特別補佐の職務付加に係る手当を新設した。（月額50,000円）

・俸給の調整額または俸給の特別調整額を受けている者のうち，経過措置基準額との差額を経過措置と
して受けている者の経過措置基準額について，100分の99.76を乗じて得た額とした。

１月１日に，昇給日前１年間における５段階（Ⅴ～Ⅰ）の勤務成績に応じ
た号俸数に昇給させることができる。

　基準日（６月１日，１２月１日）以前６箇月以内の期間における勤務成績
に応じて決定される支給割合（成績率）に基づき支給する。

俸　　給
（昇格）

　従事する職務に応じ，かつ，総合的な能力の評価により上位の級に昇
格させる。

賞与：勤勉手当
（査定分）

・待機手当に医学部及び医学部附属病院の教育職員を追加した。（待機1回5,000円）

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

俸　　給
（昇給）

制度の内容

・初任給を中心とした若年層を除き，全俸給表を一般職（一）は平均0.2％の引下げ，管理職層7級以上
は平均0.3％の引下げ，その他の俸給表は，一般職（一）との均衡を基本に引下げた。

・看護師の処遇改善のための専門看護師等手当（専門看護師：月額5,000円，認定看護師：月額3,000
円）及び教員免許状講習実施のための教員免許状更新講習手当（1時間：7,000円）を新設した。

・平成18年4月1日の俸給の切替えに伴い経過措置（現給保障）の受けている者について，経過措置の
算定基礎となる額について，調整率（100分の99.76）を乗じて得た額とした。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,390 44.4 6,537 4,810 46 1,727
人 歳 千円 千円 千円 千円

329 45.3 5,522 4,085 69 1,437
人 歳 千円 千円 千円 千円

610 47.5 8,182 5,980 35 2,202
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

267 40.0 5,024 3,721 44 1,303
人 歳 千円 千円 千円 千円

45 40.0 6,353 4,741 72 1,612
人 歳 千円 千円 千円 千円

86 40.1 4,978 3,691 45 1,287
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 55.3 5,057 3,750 41 1,307
人 歳 千円 千円 千円 千円

36 25.6 3,726 2,876 18 850

人 歳 千円 千円 千円 千円

9 61.8 3,187 2,710 55 477
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 61.8 3,042 2,591 53 451
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 34.7 3,874 2,920 53 954
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

その他医療職種
（医療技術職員）

医療職種
（特例看護職員)

うち賞与人員

教育職種
（附属義務教育学校教員）

技能・労務職種

事務・技術

その他医療職種
（看護師）

事務・技術

再任用職員

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

常勤職員

うち所定内

医療職種
（病院医師）

平均年齢

技能・労務職種

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

その他医療職種
（医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

平成２１年度の年間給与額（平均）

総額
区分

技能・労務職種



注１：常勤職員については，在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には，附属幼稚園教員を含む。

注３：「医療職種（医療技術職員）」とは、病院部門において栄養士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師等の業務を

　　　行う職種を示す。

注４：「その他医療職種（看護師）」とは，病院以外の部門において看護師，保健師の業務を行う職種を示す。

注５：「その他医療職種（医療技術職員）」とは，病院以外の部門において，栄養士，臨床検査技師の業務を行う職種を示す。

注６：「技能・労務職種」とは，自動車運転手，医療機器操作員，検査助手，剖検助手，看護助手，守衛等の業務を行う職種

　　　を示す。

注７：「医療職種（特例看護職員）」とは、病院職種（病院看護師）と同種の業務であるが，給与形態が異なる職種である。

注８：常勤職員の「その他医療職種（看護師）」，「その他医療職種（医療技術職員）」，再任用職員の「医療職種（病院看護師）」，

　　　「技能・労務職種」及び非常勤職員の「事務・技術」，「教育職種（大学教員）」，「その他医療職種（医療技術職員）」は，

　　　該当者が２名以下のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，「平均年齢」以下の事項について

　　　記載していない。

注９：在外職員及び任期付職員の区分については，該当者がいないため，表を省略した。

　〔年俸制適用者〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

73 31.3 3,724 3,505 9 219
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

73 31.3 3,724 3,505 9 219

注１：常勤職員，在外職員，再任用職員及び非常勤職員の区分については，該当者がいないため表を省略した。

注２：「病院診療職員」とは，医学部附属病院において主として診療業務に従事するほか，必要に応じ，診療を通じて臨床教育

　　　の補助及び診療に関しての研究に従事する医師または歯科医師のことをいう。

病院診療職員

平均年齢
平成２１年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

医療職種
（病院医師）

区分 人員

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）



②

　　　　

（事務・技術職員）

四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

　部長 5 54.9 9,357 10,033 10,698

　課長 15 54.4 7,334 7,833 8,363

　課長補佐 29 54.6 6,244 6,453 6,619

　係長 134 50.1 5,699 5,937 6,183

　主任 57 45.7 4,999 5,295 5,693

　係員 89 32.7 3,327 3,840 4,082

注：「課長」には同相当職である「事務長」を、「課長補佐」には同相当職である「室長」，「事務長補佐」及
び「専門員」を、「係長」には同相当職である「専門職員」及び「技術専門職員」を含む。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）〔在外
職員，任期付職員及び再任用職員を除く。以下，⑤まで同じ。〕

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注：年齢24～27歳の該当者は1名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることか
ら、年間給与について表示していない。
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（教育職員（大学教員））
四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

237 55.8 9,267 9,941 10,556
181 45.3 7,237 7,741 8,219
57 41.0 6,198 6,914 7,617

126 38.5 5,753 6,136 6,610
9 42.6 4,732 5,020 5,485

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

1 - -
3 52.5 - 6,641 -

24 54.7 6,584 6,717 6,831
45 49.4 5,835 6,067 6,424

194 35.7 3,685 4,473 5,328

　　

　教授

　准教授

　講師

　助教

注１：「看護部長」の該当者は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平
均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　教務職員

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　看護部長

注：年齢20～23歳の該当者は4名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることか
ら、年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

　副看護部長

　看護師長

　副看護師長

　看護師

注２：「副看護部長」の該当者は３名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
第１分位及び第３分位については記載していない。
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年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））

千円

人千



③

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的 主任 係長 課長補佐 課長 部長
な職位 係員 主任 係長 課長補佐 課長

人 人 人 人 人 人 人

329 24 48 181 49 15 7
（割合） （ 7.3% ） （ 14.6% ） （ 55.0% ） （ 14.9% ） （ 4.6% ） （ 2.1% ）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

30 56 59 58 59 59

～ ～ ～ ～ ～ ～

24 27 35 50 40 50
千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,587 3,668 4,827 4,993 5,918 7,401
～ ～ ～ ～ ～ ～

2,092 2,305 2,692 4,329 4,640 5,729
千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,469 4,893 6,632 6,833 7,784 9,761

～ ～ ～ ～ ～ ～

2,817 3,087 3,649 5,908 6,484 7,667

区分 計 ７級 ８級 ９級 １０級

標準的 事務局長
な職位 部長

人 人 人 人 人

- 5 該当者なし 該当者なし 該当者なし

（割合） （1.5%） （　 　　%） （　 　　%） （　 　　%）
歳 歳 歳 歳

59

～ ～ ～ ～

49
千円 千円 千円 千円

8,268

～ ～ ～ ～

6,531
千円 千円 千円 千円

11,290

～ ～ ～ ～

8,758

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

610 9 126 57 181 237
（割合） （ 1.5% ） （ 20.7% ） （9.3% ） （ 29.7% ） （ 38.9% ）

歳 歳 歳 歳 歳

55 63 59 63 64

～ ～ ～ ～ ～

27 28 29 32 41
千円 千円 千円 千円 千円

4,429 5,550 6,594 7,489 8,870

～ ～ ～ ～ ～

2,909 3,036 3,561 3,921 5,245
千円 千円 千円 千円 千円

5,984 7,399 8,655 10,034 12,426

～ ～ ～ ～ ～

3,809 3,984 4,887 5,371 7,441

（事務・技術職員）

係員

 職級別在職状況等（平成２２年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職
員（病院看護師）

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

部長 事務局長 事務局長

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

教務職員 助教 講師 准教授 教授

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

（教育職員（大学教員））

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

２人 ５人 １１人 ９人

２人 ５人 １１人 ９人

２人 ５人 ９人

２人 ５人 １１人 ９人



区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

267 該当者なし 195 44 26 1 1
（割合） （     % ） （ 73.0% ） （ 16.5% ） （ 9.7% ） （ 0.4% ） （ 0.4% ）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

56 58 59

～ ～ ～ ～ ～ ～

23 34 47
千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,684 5,407 5,303

～ ～ ～ ～ ～ ～

2,337 3,562 4,480
千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,371 7,257 7,280

～ ～ ～ ～ ～ ～

3,157 4,736 6,255

区分 計 ７級

標準的
な職位

人 人

-
（割合） （     % ）

歳

～

千円

～

千円

～

（医療職員（病院看護師））

准看護師 看護師 副看護師長

看護部長

人員

年齢（最高
～最低）

副看護部長

年間給与
額(最高～

最低)

看護師長 看護部長

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注：５級及び６級の該当者は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、　「年齢（最高
～最低）」以下の事項については記載していない。



④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

61.1 64.6 63.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.9 35.4 37.0

％ ％ ％

          最高～最低 46.4～33.3 49.0～29.9 47.8～31.7

％ ％ ％

63.6 68.1 66.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

36.4 31.9 34.0

％ ％ ％

          最高～最低 43.2～32.1 38.8～28.3 38.8～30.1

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

61.3 65.6 63.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.7 34.5 36.5

％ ％ ％

          最高～最低 47.0～30.9 46.2～29.4 44.5～30.5

％ ％ ％

63.7 68.1 66.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.3 31.9 34.0

％ ％ ％

          最高～最低 46.7～29.0 41.8～27.9 44.2～29.3

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

　　　　 最高～最低

％ ％ ％

62.8 67.5 65.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.2 32.5 34.7

％ ％ ％

          最高～最低 43.2～32.7 38.8～28.3 40.9～30.7

一律支給分（期末相当）

（事務・技術職員）
区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２１年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職
員（病院看護師）

（医療職員（病院看護師））

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
れのあることから記載していない。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

（教育職員（大学教員））
区分

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

２人 ５人 １１人 ９人



⑤

（事務・技術職員）

78.6

92.3

（教育職員（大学教員））

94.5

（医療職員（病院看護師））

94.4

96.4

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案 　　　　　８５．０ ％

参考 学歴勘案 　　　　　７８．４ ％

地域・学歴勘案　　８４．６％

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　 　　　９７．３ ％

参考 学歴勘案　 　　　　９３．１ ％

地域・学歴勘案　　９５．２％

・教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 92.3

　　

講ずる措置 今後も適正な役職員の給与水準となるよう努めたい。

講ずる措置 今後も適正な役職員の給与水準となるよう努めたい。

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員
／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）

　対他の国立大学法人等

　対国家公務員（医療職（三））

【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　４１．０％
　（国からの財政支出額　１２，２６５百万円、支出予算の総額　２９，８９４百万円：平
成21年度予算）
【検証結果】
　対国家公務員 ７８．６％，国からの財政支出の割合が４１．０％であることから，適
切な給与水準の状況であると思われる。

【累積欠損額について】
　　累積欠損額　０円（平成20年度決算）

　対国家公務員（行政職（一））

　対他の国立大学法人等

　対他の国立大学法人等

給与水準の適切性の検証

【国からの財政支出について】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　４１．０％
　（国からの財政支出額　１２，２６５百万円、支出予算の総額　２９，８９４百万円：平
成21年度予算）
【検証結果】
　対国家公務員 ９４．４％，国からの財政支出の割合が４１．０％であることから，適
切な給与水準の状況であると思われる。

【累積欠損額について】
　　累積欠損額　０円（平成20年度決算）

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　７８．６％

給与水準の適切性の検証

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成21年度の教育職員（大
学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。
　なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給与水準（年額）の比
較指標である。

注：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」において
は、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を100として、法
人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　９４．４％

２人 ５人 １１人 ９人



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成21年度）

前年度
（平成20年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注）「非常勤役職員等給与」においては，寄付金，受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員

　　に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため，財務諸表附属明細書の「１７役員及び
　　教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。
注）「退職手当支給額」欄は，国の常勤職員に相当する，法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上
　　している

総人件費について参考となる事項

２．行革推進法，「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）による人件費削減の取組状況
　　　ⅰ）同方針において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減を行う。
　　　ⅱ）同方針において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，「平成21年度までの4年間で概ね
　　　　　4％」の人件費削減を中期計画において定め，平成21年度までの人件費シミュレーションを基に
　　　　　人件費削減を行っている。
　　　ⅲ）上記ⅰ）及び上記ⅱ）の進ちょく状況

基準年度
（平成17年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

11,898,763 11,128,742 11,138,858 11,113,430 10,804,221

△ 6.5 △ 6.4 △ 6.6 △ 9.2

△ 6.5 △ 7.1 △ 7.3 △ 7.5

434,071

△ 36,176（△1.7）

減額となったのは，期末・勤勉手当（ボーナス）の支給割合を下げたことが主な要因である。

　　　②最広義人件費　　対前年度比　△0.5％

△ 25,514

（△0.5）

注）基準年度（平成17年度）の給与，報酬等支給総額は，法人移行時の人件費予算相当額を基礎として
算出した平成17年度人件費予算相当額である。

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

減額となったのは，期末・勤勉手当の支給割合を下げたことが主な要因であるが，一方で看護
体制整備に係る看護師増による「非常勤役職員等給与」の増額があったため，その減額の割
合が低く抑えられている。

総人件費改革の取組状況

人件費削減率（補正値）
（％）

注）「人件費削減率（補正値）」とは，「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事
院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり，平成18年，平成19年，平
成20年度，平成21年度の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%，0.7%，0%，▲2.4%で
ある。

（78.7）

（△2.3）

（2.9）

１．対前年比の増減要因の分析について
　　　①給与、報酬等支給総額　　対前年度比　△2.8％

△ 80,082

955,948

1,519,911 1,545,425

15,611,694

2,169,936 1,931,217 238,719 （12.4）

最広義人件費

福利厚生費

非常勤役職員等給与

15,691,776

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

給与、報酬等支給総額
10,804,221

退職手当支給額
1,117,626 1,101,704

（△2.8） △ 681,597 （△5.9）11,113,430 △ 309,209

195,89615,922 （1.4） （21.3）



Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし
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